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論点３ 海外におけるＭＯＸ燃料の製造 

 

○検討課題 

① 過去に海外で製造したＭＯＸ 燃料の検査データの改ざん事象があったが，Ｍ

ＯＸ 燃料加工事業者の品質保証をどのように確認していくのか。 
② 製造過程の監査はどのように実施するのか。 
③ プルトニウム含有率の不均一性，プルトニウムスポットの有無等の品質を，どの

様に評価するのか。 
 
 
○過去に本県や他道県に寄せられた意見 

 ・ 英国原子燃料会社(BNFL)が製造したペレットで検査データの捏造が組織的に行わ

れたので，今後も繰り返される可能性がないのか。 
 ・ 評価を行う第３者機関は，どこが指名するのか。独立性に問題ないのか。 
 ・ 燃料がきちんと製造される保証はない。イギリスはとくに信用がおけないのではな

いか。事故・事件を繰り返している会社と契約を繰り返すのは常識的に考えにくい。 
 ・ 海外でＭＯＸ燃料を製造する場合，その燃料加工事業者の品質保証をどの様な体       

制・方法で確認する予定か。特に，プルトニウム含有率の不均一性，プルトニウム

スポットの有無等の品質を，どの様に評価するのか。 
 

○東北電力株式会社の講じる対策または見解 

・ 海外におけるＭＯＸ燃料製造時の品質保証等の確認の流れは別紙３－１のとおり。 

 

①，②について 

・ 海外からＭＯＸ燃料を調達するという特殊性及び過去に先行電力でＢＮＦＬによる

データ改竄問題が発生した経緯を踏まえ，製造会社は，以下に示す国の通達事項を満

たす契約内容とする。 
- 製造会社が，国際的に認知された品質保証の規定（ISO9001：2000等）に適合した

品質マネジメントシステムであること。 
- 電力が，製造会社の社内教育や不正発生の未然防止対策を含めた評価を行い，必要

な改善を要求できること。また，電力が適切な頻度で監査が行えること。 
- 製造会社において異常事態が発生した場合に，電力へ連絡する方法及び体制を定め

ること。また製造会社に対し，元請会社へ連絡する方法及び体制を定めさせるこ

と。 
- 電力が，燃料工場において，製造の工程毎に適切な検査を実施できること。 

   - 電力が，製造期間を通じて社員を燃料工場に派遣し，製造状況および品質保証活動

を確認できること。また，国が必要に応じ，燃料加工工場に立ち入り，電力の品質

保証活動の調査を行うことができること。 
・ 電力が，製造会社の監査を実施する際には，監査の信頼性を高めるため，当該地域

において原子力関連業務に精通した監査・調査会社を第三者機関として参加させ，

助言・支援を受ける予定である。 
 
③について 

・ ＭＯＸ燃料は，ウランとプルトニウムを混合するため，ペレット内にプルトニウム

の不均一が生じる可能性があるが，燃料の健全性に影響を与えない範囲（プルトニ

ウムスポットの直径で400μm以下）で製造管理を行うとともに，ペレット製造段階

において，プルトニウムの均一性の検査を行なう。 
 

[参考] ＭＯＸ燃料は，ウランとプルトニウムを混合するため，ペレット内にプルトニ

ウム含有率の不均一が生じる可能性があるが，この不均一性は燃料の健全性に

影響を与えない範囲である。（設置許可申請書8-3-17） 
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・ なお，燃料製造工程における検査は，表３－１のとおりである。 
・ また，別紙３－２のとおり，表面汚染および燃料棒の誤配置防止に対する処置を行

う。 
 

 
表３－１ ＭＯＸ燃料製造工程における検査内容 

項 目 検査内容 
ペレット プルトニウムの均一性，UO2 粉末又はＭＯＸ粉末の特性，ペレ

ットの密度，化学成分，表面仕上げ等の検査を行う。 

被覆管 寸法検査，超音波探傷試験等を行い，更に破壊検査として，化

学成分，引張試験，破裂試験等を行う。 

端栓溶接 Ｘ線写真検査又は超音波検査による確認を行う。 

燃料棒 ヘリウム漏えい試験を行い，被覆管及び端栓溶接部からのヘリ

ウムの漏れがないことを確認する。 
燃料棒１本毎に表面汚染検査を行う。 

燃料集合体 燃料棒間隙のような重要部分についての寸法検査と目視検査

を行う。 

 
 

○国の見解 

・ 国（原子力安全・保安院）は，輸入燃料体検査に関する通達（平成14年7月31日）

を発出し，品質保証についての対策等を行い，不正が起こらないような仕組みを構築

している（プルサーマルの安全規制について 原子力安全・保安院：添付３－２参照） 
 

（安全審査書 P8） 

・ ＭＯＸ燃料は，燃料ペレット内にプルトニウム含有率の不均一が生じる可能性が

あるが，この不均一性は燃料の健全性に影響を与えない範囲で管理される。 
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別紙３－１ 
 
 

項　目 加工前 ペレット工程 燃料棒工程 集合体工程 加工後 役　　　割

調達前監査 ▼調達前監査
(a)電力が元請会社を独自に確認
(b)電力が加工事業者を独自に確認

システム監査 　　　　　▼システム監査
(a)電力が元請会社を独自に確認
(b)電力が加工事業者を独自に確認
    第三者機関も参加

輸入燃料体検査
申請

　　　　　　　　　▼輸入燃料体検査申請 　　　▼補正申請 電力が国に申請

プロセス監査
最終確認監査

▼ ▼ ▼ ▼
電力が主体的に元請会社も参加し
加工事業者を確認
第三者機関も参加

MOX燃料製造

　　　駐在
検査及び製造状況
等の確認

電力の燃料検査員が駐在
元請会社と一緒に確認

発電所受入検査 　　　　　　　　　▼
発電所で検査実施
（国の立会）

※契約で付帯事項として品質要求事項が合意される

海外におけるＭＯＸ燃料製造時の品質保証等の確認の流れ

▼契約※

▼製造開始 ▼製造終了

▼輸送

プロセス監査

最終確認監査
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別紙３－２ 
 

ＭＯＸ燃料の製造工程 
（燃料棒の配置管理と表面汚染検査について） 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

ウラン粉末 プルトニウム 
粉末 

回収粉末 

粉末混合 

ペレット成型 

ペレット焼結 

燃料集合体組立 

ペレット研削 

燃料棒加工 

 
＜表面汚染検査＞ 
・ペレットを被覆管に挿入した後，

および端栓溶接を行った後に被

覆管のふき取りを行い，汚染を

防止している。 
・燃料棒１本毎にスミヤ法により

表面汚染を測定している。 
 

＜燃料棒の配置管理＞ 
・燃料棒の表面には，バーコードに

より燃料棒の種類に対応した識

別番号が施されている。 
・組立前に燃料棒を８×８配列に整

列させた際に，バーコードを読み

取り，読み取った識別番号と予め

登録された燃料棒配置情報と照

合し，配置確認を行っている。 
・配置情報と一致しない場合は組立

が行えないシステムとなってい

る。 

また，発電所受入時においても，スミヤ法により燃料ホルダー内面の表面汚染を測定

する予定である。 
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別紙３－３ 
 
 

ＭＯＸ燃料材に求められる技術基準※への適合と検査項目 
 

次の各号に適合すること 検査の項目と方法 
第一号 各元素の含有量の全重量に対す

る百分率の値の偏差 
 

著しく大きくない

こと 
 

・不純物 
・235Ｕ濃度 
・Pu含有率 
・Pu組成 

記録確認
 

第二号 酸素の原子数のU及びPuの原子

数の合計に対する比率の値 
実用上差し支えが

ないこと 
・化学成分 
Ｏ／Ｍ比 

 

記録確認
 

第三号 235Ｕ，239Pu及び241Puの含有

量の合計のU及びPuの含有量の

合計に対する百分率の値の偏差

著しく大きくない

こと 
・235Ｕ濃度 
・Pu含有率 
・Pu組成 

記録確認

第四号 Puの均一度 実用上差し支えが

ないこと 
Pu均一度 記録確認

第五号 ペレット型燃料材   

 

イ 各部分の寸法の偏差 著しく大きくない

こと 
・寸法 記録確認

ロ 密度の偏差 著しく大きくない

こと 
・密度 記録確認

ハ 表面の割れ，きず等 
 

有害なものがない

こと 
・外観 
割れ，きず等 

記録確認

ニ 表面の油脂，酸化物等の付着物 有害な付着物が 
ないこと 

・外観 
表面の汚れ 

記録確認

 
※ 発電用核燃料物質に関する技術基準を定める省令 
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添付３－１ 
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「プルサーマルの安全規制について」（抜粋）（原子力安全・保安院） 
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